
予防対策の一層の強化をお願いします！ 
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毎日の健康観察を慎重に行い、異常が見られた際には 
速やかに当所まで連絡をお願いします。 

 国内では今季初めて本病のウイルスが確認されたこと
になります。近隣の韓国でも、野鳥や家きん飼育農場で
同じＨ５Ｎ６亜型のウイルスが検出されており、家きん飼
養農場での発生リスクは極めて高い状態です。 

鹿児島県出水市で採取された水から 
 
鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型) 
 
が検出されました 
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４つの鳥インフルエンザ予防対策 

 ①防鳥ネットの点検・補修 

 ②飲水対策 

 ③野生動物対策や衛生害虫対策 

 ④人や車両による伝播防止対策  

 １１月１４日に鹿児島県出水市で採取されたツルのね
ぐらの水から、鳥インフルエンザウイルス（H５N６）が分
離されました。 


